
 

 

 

１ 男女共同参画社会とは 

平成１１年６月に施行された「男女共同参画社会基本法」では、男女共同参画社会について、

「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に

参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受

することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」であると規定しています。 

  

第１章 計画の基本的な考え方 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府 HP より  



２ 計画策定の趣旨 

少子高齢化による人口減少の到来、就業を取り巻く環境の変化、価値観やライフスタイルの多

様化など社会が変化する中で、これらの変化に対応し、社会の活力を維持していくためには、男

女共同参画社会の実現は重要な課題です。 

国では、令和２年１２月に策定された「第５次男女共同参画基本計画」において、「あらゆる分野

における女性の参画拡大」、「安全・安心な暮らしの実現」、「男女共同参画社会の実現に向けた基

盤の整備」の３つを柱とし、各分野における施策の基本的方向と具体的な取組、成果指標等を示

しています。 

また、２０２２年７月に世界経済フォーラムが公表した「ジェンダー・ギャップ指数」では、日本は、

１４６か国中１１６位で、先進国の中で最低レベル、アジア諸国の中で韓国や中国、ＡＳＥＡＮ諸国よ

り低い結果となっており、より積極的な取組が求められています。 

福島県では、男女共同参画基本法に基づき、平成１３年３月に「ふくしま男女共同参画プラン」

を策定、平成１４年３月には「福島県男女平等を実現し男女が個人として尊重される社会を形成

するための男女共同参画の推進に関する条例」を施行し、男女共同参画社会の推進に関する基

本理念や施策等を定め、社会状況の変化や現状を踏まえて様々な取り組みが進められてきまし

た。 

当町においても国、県の方針に合わせて、平成１９年３月に「たなぐらまち男女共同参画計画」

を策定し、男女共同参画社会の形成推進に努めてきました。 

しかしながら、防災分野や政策・方針など意思決定の場への参画や労働分野での女性の登用

は伸び悩み、家庭や企業での取組では改善している場面も見て取れるものの、固定的な役割分

担意識は、未だ根強く残っており、意識改革も道半ばの状況にあります。 

このような状況を踏まえ、本町における男女共同参画社会の形成が一層図られるよう実効性

のあるアクションプランとして「第３次たなぐらまち男女共同参画計画」を策定し、今後も引き続

き男女共同参画社会づくりへの取組を総合的かつ計画的に推進していくものです。 

  



３ 計画の位置づけ 

本計画は次のとおり位置づけます。 

 （１）「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項に基づく「市町村男女共同参画計画」として位置づけ

ます。 

 （２）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に基づく「市町村推進計画」

として位置づけます。 

 （３）「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条の３第３項に基づく、「市

町村基本計画」として位置づけます。 

 （４）「第７次棚倉町振興計画」をはじめとする町の計画との整合を図りながら男女共同参画社会実

現を目指す個別計画です。 

 （５）国の「第５次男女共同参画基本計画」並びに県の「ふくしま男女共同参画プラン」との調和を考

慮し、策定した計画です。 

 

４ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和７年度から令和１６年度までの１０年間とします。 

 

５ 計画の基本理念 

男女共同参画社会基本法に基づき、次の４つを基本理念とします。 

（１）男女の人権の尊重 

（２）社会における制度又は慣行についての配慮 

（３）政策等の立案及び決定への共同参画 

（４）家庭生活における活動と他の活動の両立 

また、すべての人の人権が尊重され、共に支え合いながら、性別に関係なく多様な生き方を選択で

き、地域社会、家庭、学校、職場などあらゆる場でその能力を発揮し、みんなが笑顔で暮らしていくこ

とのできるまちになることを目指すため、誰もが ともに支えあい 自分らしく輝ける まち 

を掲げ、基本理念の実現に努めます。 

 

６ 計画の構成 

第１章 計画の基本的な考え方 

第２章 棚倉町の現状 

第３章 男女共同参画の推進に関する施策 

第４章 計画の推進  



７ 計画の体系 

本町における男女共同参画社会の実現に向けた施策をより分かりやすくするため、地域社会、家庭

生活、学校教育（保育）、職場、防災の分野に分け、これらの分野ごとに現状及び課題を分析し、目指す

べき目標を掲げ、具体的な施策を示しました。 

 

基本目標１ 地域社会における男女共同参画の実現 

１ 政策・方針決定過程への女性参画の促進 

２ 男女共同参画社会に向けた意識啓発 

３ あらゆるハラスメントの根絶 

４ 地域活動における男女共同参画の促進 

 

基本目標２ 家庭生活における男女共同参画の実現 

１ 共に築く家庭生活のための意識啓発 

２ 育児及び介護に関する社会的支援の充実 

３ 生涯にわたる心と体の健康づくりへの支援 

 

基本目標３ 幼児教育及び学校教育における男女共同参画の促進 

１ 男女共同参画に関する理解の促進 

２ キャリア教育の推進 

３ 健康のための教育の推進 

 

基本目標４ 職場における女性活躍の推進 

１ 職場における女性参画の促進 

２ ワーク・ライフ・バランスの推進 

３ 農林業や商工業等の自営業における女性の積極的経営参画の促進 

 

基本目標５ 防災における男女共同参画の推進 

１ 防災に関するあらゆる分野への多様な人材の参画推進 

２ 男女共同参画の視点を取り入れた防災の推進 

  



８ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標）は、２０１５年９月の国連サ

ミットで採択された「国際社会における２０３０年までの開発目標」です。 

持続可能な世界を実現するための１７のゴール（目標）と１６９のターゲット（具体目標）で構築され、

「地球上の誰一人として取り残さない」ことを誓っており、日本としても積極的に取り組んでいます。 

世界を構成する１つの町である本町も、こうした世界規模の目標を充分に踏まえ、本計画において

もＳＤＧｓの実現を目指し、推進に取り組んでいきます。 

 


